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・我が国は、アジア・モンスーンの激しい気候変動、狭小な国土と急峻な河川に適応した水田農業が千年以上の長い
年月をかけて発展。

・人の生命を支える食料生産に不可欠な農業用水は、農民の膨大な投資と努力によって形成され、現代に継承。

１．農業と水

日本は、洪水や干ばつなど厳しい自然に適応した水田農業が発展

現代の農業水利資産の経済的・社会的年効果額

約４兆５千億円／年
（資料：平成12年かんがい排水審議会企画部会報告）
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日本と欧米の気候

富士山

欧米は、渓流や中小河川からの取水が発達せず、少雨でも
営農が可能な豆、小麦などの畑作が発展。

日本は、利水（営農）や暮らしの安全
（治水）に有利な水田農業が発展。

（資料：水土の礎より 高橋裕 「河川工学」）

関東平野は、300年かけて、かんがい（赤線）と排水
（青線）が一体となった農業水利システムを形成。

日本と世界の河川勾配

昔：洪水と干ばつとの戦い 現代：農業水利システムの形成

１

アジア・モンスーンの激しい気候変化により、洪水の度に堰が破壊（写真１）し、干ばつ時の水争い

（写真２）など、自然と社会のコントロールに困難を極めた。低平地の営農も苦労を極めた（写真３）。

写真３：稲刈の様子（新潟県亀田郷）

水中で稲を刈り、稲を小舟
（きっそう）で押す様子。低平
地では溢れる水に悩まされてい
た。

写真１：堰の復旧（福井県九頭竜川）

木製の簡素な堰であり、洪水の度
に破壊と修復が繰り返された。
1842年の復旧工事では、延べ
188,100人の農民が復旧にあたっ
た。

写真２：堰落し（滋賀県高時川）

渇水時に、農民の激しい水争い
を繰り返すうちに、水利慣行と
して地域固有のルールが形成さ
れた。 （資料：水土の礎） （資料：亀田郷土地改良区）

（資料：水土の礎）

（資料：日本水土図鑑）

（資料：1981～2010の30ヶ年の気象庁データ
を基に平均値を算出。農村振興局水資源課調べ）

富士川



２．農業水利の歴史
（１）農業水利の発展過程

・【中世まで】水田農業は、湧水、ため池、小河川など、大きな土木工事を行わなくても水が利用できる地域で実施。
・【江戸時代以降】土木技術の発展とともに、大河川の氾濫原など、これまで開発ができなかった地域で新田が開発さ
れ、人口も増加。この過程で、地域間の紛争と合意形成を繰り返しながら、社会慣行として水利秩序の基礎が形成。

・【近代～現代】用水の安定供給のための水資源開発や取水口の統合による農業水利の再編。

【トピック１】
【トピック２】

【トピック１】
水田農業（稲作）の
登場
自然のままで水が得やす
い渓流を利用した水田農
業（稲作）が開始。東北地
方まで北進した。

垂柳遺跡（青森県）

【トピック２】
律令制下の農業水利
の整備

国家は農民に農地を付与
し、条里制による基盤を整
備。天水に頼らないため池
も利用。

周防国府跡（山口県）

農業用水を中心とした社会慣行と
しての水利秩序の形成

○耕地整理法（M32年）

○水利組合法（M41年）

大河川の自流を利用した用水供給

【トピック３：見沼代用水】

【トピック５：豊川用水】

【トピック４：十津川紀ノ川用水】

用水の安定供給と効率的利用のための水源開発や取水口の統合
水資源が逼迫している河川での水資源の総合開発

農業水利施設の長寿命
化・計画的更新整備

農業用水

工業化、都市化に伴う発電、上水、工水需要

○電源開発促進法(S27年)

舟運、生活用水

○旧河川法（M29年）

○国土総合開発法(S25年)

○特定多目的ダム法(S32年)

○河川法（S39年）

○水質汚濁防止法（S45年）

○水資源開発促進法(S36年)

農業以外の利水

○土地改良法(S24年)
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事業による治水・利水開発

水利再編と
水資源開発

２
平 成昭 和明 治江 戸

土地改良事業を通じた農業水利の再編と他種利水との調整

健全な水循環に関する議論
農業用水と他種利水との調整



・川からの取水ルールは、時に死者が出るほどの水争いを繰り返しながら、社会慣行として長い年月をかけて形成された。

・各水路では、集落間の水争いと調定が繰り返され、水利共同体ともいうべき集団が形成された。

・集落内では、水利用に当たって共同労働負担義務が課せられるとともに、番水などの厳しい規律が生みだされた。

幾多の争いと調整を経て
水利慣行が形成。

水利慣行として各用水間
で堰の位置、構造（形状、材
質）等を合意し、ルール化し
ていた。

堰の構造を変えるなど、慣
行に反した場合には紛争と
なり、調定を繰り返す中で、
水利慣行が社会慣行として
定着し、水利秩序を形成。

集落は、農作業や農業用水の利用を中心に、家と家とが地縁的、血
縁的に結びつくことで形成。

農業用水は、集落内の共同作業によって維持され、共同労働負担義
務が共同利用への参加の権利となっていた。

集落を単位とした共同利用では、例えば渇水時において被害を最小
限にし、水を公平に配分する「番水」や「犠牲田」などの厳しい規律が
生みだされていった。

「投石」と称する大石を川に
投入した堰止め方法

川幅の１／２を斜めに石で塞
き止める慣行

２．農業水利の歴史
（２）農業水利秩序の形成、農村集落の形成

精緻な水利秩序の形成過程 「集落」や「むら」の形成過程

１．番水

節水のための配水管理。用水区域内の
地区を区分し、ほ場ごとに順番と時間を
決めて数日間隔で配水する方法。

３．犠牲田

番水や用水の補給、反復利用などの策
を施しても水の絶対量が不足した時、
配水しない犠牲田を出して他の水田を
救う。

２．線香水

水争いを避けるため、水田の大きさ別
に線香の長さを決め、配水箱の中で燃
やし、線香が燃え終わると太鼓を鳴らし
て、その田への配水を終えるようにした。
（写真（上）見張り役、写真（下）線香箱
と太鼓）
資料:滋賀県HP:写真犬上川沿岸土地改良区

３

資料:香川用水土地改良区

犠牲田

資料:「滝名川に生きる人々」佐藤正雄1978（株）熊谷印刷

なげいし



• 見沼溜井の貯水能力の低下に伴う、下流部での用水不足、上流部の水害に対応するとと
もに、新田開発を進めるため、①見沼溜井の干拓（新田開発）と②利根川からの用水路（見
沼代用水路）を幕府の直轄事業として実施。

• この事業により、新田開発約2,000ha、水田への用水補給約12,600haが実現。

• 見沼代用水路（約85km)は、延べ90万人の農民が作業に従事。

※見沼溜井は、江戸初期にかんがい用に整備された人口沼。

（資料：大江戸の繁栄を支えた見沼代用水生みの親井沢弥惣兵衛（市川正三著））

江戸時代の見沼周辺の様子

・江戸時代以降、土木技術の発展とともに、従来は開発が困難であった大河川流域での沖積平野で新田開発が推進。
・今日の穀倉地帯の多くは、江戸期以降の沖積平野の水利開発により形成。

江戸以降：大河川流域の沖積平野開発（見沼代用水）中世まで：谷地田中心の農業

•中世には、平坦部の縁辺に位置する湿地や湧水を
利用して谷地田が拡大。付近に集落を形成。

•当時の技術では、大河川の沖積平野の開発は困
難であった。

谷地田

内陸部の新田開発
（資料：大地への刻印 農業土木歴史研究会編著）

見沼溜井

重要な施設

新たに開削した水路

元からある川を拡幅した水路

溜井や沼

４



取水口の統合・水路の整備 低平地の排水改良

・土地改良法の制定（昭和24年）により、土地改良事業の実施や施設の維持管理に関する法的枠組みが整備。

・農業用水の安定供給と効率的な水利用のため、取水口の統合と水路の整備、ダムなど水源開発による水利再編を行うと
ともに、排水施設の整備を実施。
・新たな農業水利システムを適切に管理するため、明治時代に法人として設立した水利組合（注）などを土地改良区に再編 。

２．農業水利の歴史
（３）土地改良法の制定と土地改良事業の展開

５

ダムによる水源開発

①ダムからの補給による安定取水
②地域全体への公平な水配分
③営農変化に対応した用水の安定供給

ダムによる新規水源の確保

通水を待つ人々

昭和27年完成の山王海ダム

①渇水期における用水不足
②下流の取水口は取水困難（水争い）
③渇水が頻発し、節水に多大な管理労力が必要

河川自流のみの取水

干ばつで枯渇する稲
代掻き期の川
と見張り役

水争いの舞台
となった神社

①不安定な取水
②上下流間の不公平（上流優位）
③施設補修など多大な維持管理労力

多数の井堰、取水口による取水

木製堰の築造風景 草堰による小さ
く不安定な取水

①排水改良による乾田化やほ場整備により、
機械化営農が展開

②麦、大豆など新たな水田営農の展開
③湛水被害の解消と生活条件の改善

排水改良による穀倉地帯形成

農地のみならず、都市
部も守る排水機場

大区画ほ場における
営農風景

①安定的な用水供給
②地域全体への公平な水配分
③施設の管理労力の大幅な削減

近代的な頭首工、水路を利用した取水

頭首工による安定・公平な取水

遠方監視・制御システ
ムによる管理 受益地風景

事
業
実
施
前

事
業
実
施
後

①極めて厳しい労働条件
②低い生産性
③頻発する湛水被害

排水不良な低平地の営農

洪水時に神社へ避難胸まで沈む湛水田での田植え

注：水利組合とは、農業水利施設の管理や水害防止事業の実施を目的として、水利組合法に基づき設立された団体。



・大迫ダム、津風呂ダム等を建設し、両平野のかんがい用水と大和平野の上水を確保。
・下渕頭首工にて吉野川の水を大和平野へ導水し、かんがい用水と上水を供給。
・紀伊平野の12の井堰を、4つの近代的頭首工に統合し合理化。

かつての大和・紀伊両平野の水不足 十津川・紀の川における主な事業内容

大和平野へ導水
【最大10.47㎥/s】

(うち上水1.07 ㎥/s)

12井堰を統合

国

吉野川からの
分水を切望

下渕頭首工

【大和平野】
・中小河川しかなく、数千個に及ぶため池に依存
・集落単位でため池を所有
・渇水時不足水量：約5,000万㎥

有効貯水量
24,600千㎥
（かんがい、上水）

有効貯水量
26,700千㎥
（かんがい、上水、発電）

分水

かんがい面積
紀伊平野：約11,000ha
大和平野：約10,000ha

国営事業による造成施設

・奈良県の大和平野は、恒常的な水不足地帯であり、江戸時代から吉野川の水を通水することを計画。一方、和歌山県
は上流での分水に反対し、奈良県と対立。
・大和・紀伊両平野の用水不足を解決する計画として、大迫ダム等による新規水源開発と紀伊平野の井堰統合により、
大和平野への分水と併せて紀伊平野の用水不足を解消する十津川、紀の川総合開発計画が立案。

・利害対立を克服し、昭和24年に両県の合意が成立。国営土地改良事業に着手。

和歌山県

奈良県

吉野川からの
分水に反対

【紀伊平野】
・段丘上の水田は、小規模ため池に依存
・保水能力の乏しい水田が多い
・渇水時不足水量：約7,000万㎥

６



米

野菜

果実

花き

工芸作物

麦・雑穀・いも類ほか

・現在の豊川用水

２．農業水利の歴史
（４）他種利水（発電、工業用水、上水道）との調整と総合開発

・明治後期までの河川水の利用と開発は農業用水が中心であったが、人口の増加、産業の発展に伴い、電源開発、工
業用水及び上水道の需要が急増。
・水資源が逼迫している河川では、農業用水、水道用水及び工業用水と併せた大規模な総合開発事業を実施。

○昭和24年に国営土地改良事業として着工し、水源となるダムと
総延長693㎞に及ぶ幹支線水路を建設。

○東三河地方に農業用水、水道用水、工業用水を供給。

○本事業実施前は、洪積台地上の水のない地域であったため、か
んしょ、陸稲等しか作付が困難で農業生産は低位。

・農業生産額の推移（豊橋市、田原市（旧田原町、旧渥美町、旧赤羽根町））

豊川における水資源の総合開発

三河湾

水道用水
約74万人

愛知県

農業用水
約18,000ha

（うち畑11.000ha)

静岡県

天
竜
川

工業用水
約80事業所

豊川市

豊橋市

凡例
ダム

頭首工

用水路
豊川用水事業の内容

豊川用水の農業上の効果

○豊川用水の通水後、野菜を中心とした付加価値の高い農作物への転換が進み、全国有数の畑作地帯に変貌。

豊橋市は昭和４２年から平成１６年まで３８年間連続で農業産出額全国１位。
平成１７年からは、同じ豊川用水受益の田原市が全国１位。

田原市

・豊川用水地区における露地畑作付の変化

【トピック５】

その他

麦・陸稲

かんしょ

飼料作物

すいか

メロン

トマト

キャベツ

はくさい

レタスカリフラワー

ブロッコリー
スイートコーン

だいこん

にんじん
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100%

Ｓ30 Ｓ35 Ｓ40 Ｓ45 Ｓ50 Ｓ55 Ｓ60 Ｈ2 Ｈ7 Ｈ12 Ｈ17
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和
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年
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川
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水

全
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水
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20,000
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80,000
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120,000

Ｓ４０ Ｓ４５ Ｓ５０ Ｓ５５ Ｓ６０ Ｈ２ Ｈ７ Ｈ１２ Ｈ１７

昭和４３年
豊川用水
全面通水

（百万円）

面
積
割
合

宇連ダム全景

全国有数の畑作地帯
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３．農業用水の現状
（１）我が国の水使用量

・我が国の水使用量は年間824億m3で、1995年をピークに緩やかな減少傾向。
・農業用水の全体水使用量は、農地面積の減少等により、近年は減少傾向で推移し、年間546億m3を使用。(2008年)

・渇水時に対策等の調整行う協議会（注）の開催状況（H12～21）をみると、渇水発生頻度に地域差が存在。

我が国の水の使用量

（資料：国土交通省「平成23年度版日本の水資源」）

渇水調整協議会等の開催数

６～９回 / 年を経験

２～５回 / 年を経験

１回 / 年以下

延べ開催数/１０ヵ年（H１２～H２１）

１０回以上 / 年を経験

（注） 渇水時に対策等の調整を行う協議会とは、利水者や河川管理者などが集まり、
各利水の取水制限などの検討・調整をする組織。

(資料：農林水産省農村振興局水資源課調べ(平成22年３月))

シェア

66%

19%

15%

生活 用水

農業 用水

工業 用水
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資料：平成12年度農業用水実態調査報告書（農村振興局水資源課）

・農業水利施設は11万箇所。かんがい面積は３百万ha（全農地面積の約６割）。
・農業用水は河川を水源とするものが多く、施設数、かんがい面積ともに９割近くを占める。
・取水量規模が0.3m3/s未満の施設数は約11万箇所（９割以上）と多いが、そのかんがい面積は４割未満。

農業用水の取水源

農業用水の取水量規模

３．農業用水の現状
（２）農業用水の取水源と取水量規模

86%

14%

河川

その他

農業用水の取水源別グラフ （施設数）

113,911
（箇所）

86%

14%

河川

その他

3,026
（千ha）

農業用水の取水源別グラフ （かんがい面積）

94%

4% 2%

0.3m3/s未満

0.3～1.0m3/s未満

1.0m3/s以上

農業用水の取水量別グラフ （施設数）

113,911
（箇所）

38%

14%

48%
0.3m3/s未満

0.3～1.0m3/s未満

1.0m3/s以上

農業用水の取水量別グラフ （かんがい面積）

3,026
（千ha）
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４ 農業用水の特徴

ほ場においては、農家の手によって天候、作物の生育
状況に応じた水管理を実施。

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中

９　月

基本型

（
湛
水
深

）

水
管
理

湛水 排水

５　月 ６　月 ７　月 ８　月

○
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後
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走
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き
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湛
水
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間
は
最
小
限
と

移植期 最高分けつ期 幼穂形成期 出穂期 収穫期

田植水

中干し

穂水・花水

落水

（水管理のイメージ）

取水パターンのイメージ 普通期水稲のほ場レベルの水管理

・上水道などの都市用水は、給水量が年間を通じて概ね一定なのに対し、農業用水は生育の過程で必要水量が
変化するとともに、気象等の自然条件によっても河川からの取水量が変化する。

・稲の品種（早生種、中生種、晩生種）によって作期が異なるため、品種の選択も水利用に変化を与える。

農業用水は、営農状況により必要水量が異なり、
降雨の状況によって、河川からの取水量が変化。

４．農業水利の特質
（１）農業水利の変動性
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４．農業水利の特質
（２）水循環と農業水利

ダム

溜池

（資料：「水のはなしⅢ（技報堂出版）髙橋裕編」）

水循環のイメージ

地区内の反復利用の例国営地区の用排水系統事例

排
水
路

用水路

【水利用の形態】
・農業用水は、農地を面的に潤しながら、地下水を涵養し、河川に還元されるなど水循環系を構築。
水利用の形態は、雨水、渓流、排水路からの反復水等を有効に利用し、不足する分を河川やダムなどの水源に依存。

1１

※還元

浸透

深部浸透

供 給 流 出 等

浸透・・・・・・・・・・・・・１４４０（53％）
（深部浸透＝360・地表水還元=1080）
蒸発散・・・・・・・・・・・・６００（22％）
地表流出・・・・・・・・・・６６０（24％）

計 ２７００

降雨・・・・・・・９００
用水・・・・・・１８００

計 ２７００

（単位：ｍｍ）

１２１５ｈａ

頭首工掛

排水路から用水路
へ反復利用



②地下水涵養機能

【水循環から見た水田や農業用水の役割】
・水田は、農業用水や雨水を貯め、時間をかけて徐々に下流に流すことにより、降雨時のピーク流量を低減したり、
地下水を涵養するなど、流域の健全な水循環の一部を構成。

①雨水貯留機能

地下水位の変動状況

取水停止

農業用水の取水を停止
しても地下水位は時間

をかけて低下

１２

ピーク流量の比較

（資料：農林水産省ＨＰ抜粋（一部改編））

（資料：平成19年度水資源課調べ
「平成19年度農業用水の流域水循
環に関する分析調査」より）

取水開始

市の堀幹線水路から
の取水量 Q1

坂本
井戸

五行川

氏家
井戸

市の堀幹線水路から
の取水量 Q1

坂本
井戸

五行川

氏家
井戸

鬼怒川

Q1

農業用水と地下水位との関係を調査した事例

取
水
口

－ 取水量Q1
氏家地下水位
坂本地下水位

１５

１０

５

０

かんがい期代掻き期

0

20

40

60

80

100100

50

0

降雨（mm）

降雨

けいはん

畦畔

せきいた

堰板

水の出口
田面

水田による雨水貯留機能のメカニズム

水田は出口が狭く、堰板がある。
堰板で降雨を貯留し堰板を超える量の降雨も出口が狭い
ため、一時貯留機能を発揮する。

水田は畦畔で囲まれているこ
とから、雨水を一時的に貯留
して時間をかけて徐々に排水
する。これにより、降雨時の
ピーク流量を低減している。

水田畦畔を嵩上げすると、本
機能はさらに向上する。

農業用水の多くが
地下に浸透し、地
下水を涵養する。

地下に浸透した農
業用水は時間をか
けて流出すること
により河川等の流
況安定に寄与す
る。



４．農業水利の特質
（３）地域用水としての利用

・ 農業用水は、かんがい用水として利用されるが、農地まで送水する過程で、生活用水、防火用水、消流雪用水、景
観保全・親水など、地域用水として多面的に利用されている。

頭首工

農村集落

市街地

市街地

混住化地域

【生活用水】

野菜や農器具
などを洗う、
洗い場として
の利用。

【消流雪用水】

消雪や流雪などに使われ、
冬の暮らしを支援。

【防火用水】

水路を、防火
水槽のような
消防水利施設
のとして活用
し、消火活動
に利用。

冬期湛水を行
うことによ
り、生態系の
保全に寄与。

【生態系保全】

【親水】

子供の遊び
場など、潤
いと憩いの
水辺空間づ
くりに活
用。

1３

【景観保全】

地域の潤い
や安らぎの
場として利
用。



【許可内容（一般的なもの）】 【許可水利権の例（A地区に係る水利使用規則（抜粋））】

許可期間 許可取水量 取水量報告の方法

上水

工水

かんがい
最大取水量（期別あり）

年間総取水量

発電
おおむね
20年

最大取水量

おおむね
10年

最大取水量

取水口ごとに取水量を
毎日測定し、年１回又は
月１回取水量を河川管
理者に報告する。

旧河川法（第十八条）：河川ノ敷地若ハ流水ヲ占用セムトスル者ハ地方行政庁ノ許可ヲ受クヘシ

【慣行水利権】

農業水利権の保護／新規利水（発電、都市用水、農業用水）の円滑な権利設定の仕組みの必要性

明治29年

新河川法（第二十三条）：河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところに
より、河川管理者の許可を受けなければならない。

昭和39年

旧河川法施行以前より取水実態のあるものは、河川法による流水の占用の許可を受けた
ものとみなすとされた。（いわゆる「慣行水利権」）

旧河川法における“慣行水利権”を、新河川法においても同様に位置付けた。

・水利秩序は、江戸時代までに農業用水を中心に形成。
・河川からの取水や利水による水利秩序の慣行を基礎にしながら、権利として社会的な承認を得ているもの。

５．農業用水の水利権

・河川法に基づき許可された農業の水利権（流水占用権）は、概ね10年に１回、その必要量の見直しが行われる。
・慣行水利権は、旧河川法施行以前から現に水利使用しているもので、許可を受けたものとみなすとされたもの。
・慣行水利権は、集落、水利団体、土地改良区などが主体となっていることが多い。
・慣行水利権によるかんがい面積は全体の約３割。その多くは小規模なものであり、1,000ha以上の大規模な農業地
域においては、取水口の改築等の機会に許可水利権への切替えが進められている。

（目 的）
第１条 この水利使用は、かんがいのためにするものとする。

（取水量）
第３条 取水量は、次のとおりとする。

5/1～
5/25

5/26～
6/30

7/1～
8/31

9/1～
10/5

10/6～
翌年4/30

最大取水量(m3/s) 3.701 9.833 12.689 9.205 1.770

年間総取水量(千m3) １１６,４４０

第２３条 河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めると
ころにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

【参考法令】河川法第２３条（流水の占用の許可）

１４



○ 信濃川流域の平野部については、土地改良事業の実
施等により既に許可水利権となっている。

○ 慣行水利権の大半は、かんがい面積が100ha未満と
小規模で、かつ、中山間地の谷合いに存在している。

新潟県における慣行水利権の分布状況について【トピック６】

信濃川流域付近の水利権分布

中山間地

大島頭首工

平野部

慣行水利権の取水例

慣行水利権から許可水利権への切り替え状況（一級河川及び二級河川）

○年間約100件の慣行水利権が許可水利権に移行
10年間（H10～19年度）で942件、許可取水量230.2m3/s

○水利権１件あたりの取水量は約0.2m3/s
(資料：河川2008年11月号「わが国における水利用の現況と今後の展開について」

(国土交通省河川局水政課水利調整室))

（資料：農林水産省農村振興局水資源課調べ）
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・土地改良事業の実施を通じて、地区内の農業水利の秩序が再編され、管理体制も再構築される。
・農業用水の監視、施設の操作・保全などの管理は、受益農家の労力や費用の負担により、基幹施設は土地改良区
が、支線水路は水利団体（注）や集落組織が、末端水路は農家が重層的に役割分担・連携して実施。

・ほ場まで安定的に農業用水を供給するためには、幹線から支線までの膨大な延長の水路や多数の施設の操作・運転
などきめ細かい管理が必要。

６．農業用水の管理

ほ場における水管理
（農家）

幹線水路での分水工操作
（土地改良区）

支線水路での分水工操作
（水利団体）

頭首工

河川

【重層的な管理のイメージ】

基幹施設
幹線水路

支線水路
ため池

末端水路
ほ場

土地改良区

水利団体や
集落組織

農家

施設 管理主体

頭首工取水ゲートの

維持管理
（土地改良区）

頭首工

幹線水路

支線水路

末端水路

注：水利団体とは、農業水利施設の管理を
目的として組織される任意団体など １６



農
地
面
積
の
減
少

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

・都市化の進展などにより農地面積が減少したとしても、
①水路の水位維持のために必要な農業用水の確保
②都市化に伴う単位面積あたり地下浸透量の増加などの理由により、単純に必要水量が減少しない場合がある。

７．農地面積の減少と農業用水
（１）農地面積の減少と取水量

必要な水量

単純な
水量減

水田に配水でき
なくなる

※水位を維持し、水田に
配水するために必要な水
量であり、消費されず河
川に還元される

【例：逢妻男川周辺（愛知県）】

（資料：境川・猿渡川流域委員会資料）

○農地面積が減少しても、末端の農地まで農業用水を配水するため、水路の水位を一定に維持する必要。

○非浸透領域（住宅・工場や道路等の地下へ浸透しない地域）の拡大等によって、地下水位が低下。
○これにより、かんがい初期における地下浸透量（水田初期用水量）が増加。

昭和34年

平成４年

かんがい期

（資料：東海農政局調査データを基に農村振興局作成）

【例：国営新濃尾地区（愛知県）】

地
下

水
位

（
標

高
）

（
ｍ

）

（地下水位の低下と地下浸透量の増加）

（現行需要量）

①水路の水位維持のために必要な用水の確保

②都市化に伴う単位面積あたり浸透量の増加

逢妻男川

都市化による
地下浸透量増加
→水田初期水量

１７



一級水系における水利権転用の実績（昭和40年～平成19年度末）

・昭和40年度から平成19年度末までの実績で、一級河川では、農業用水から126件を転用。少なくとも約40m3/sの
水利権を、水道用水や工業用水等に転用（生活用水に換算すると約1,150万人分に相当）。
・都市用水12.2m3/sの転用（約350万人分の生活用水）については、農業水利施設の整備（断面縮小等）により生
み出し。

７．農地面積の減少と農業用水
（２）農業用水から都市用水への転用

※注
１）農業用水は、かんがい期間の最大取水量。都市用水は通年の取水量
２）その他とは水道用水・発電用水・雑用水等

事業を伴う他種利水への転用

水位維持用水
の削減

他種利水への転用実績
（事業を伴わない単純転用を含む）

（資料：河川2008年11月号「わが国における水利用の現況と今後の展開に
ついて」（国土交通省河川局水政課水利調整室）を基に作成 ）

②農業用水の
取水量の減

③都市用水等の
取水量の増

農地面積の減少等

[B地区]河
川

海

ダム

増加

①農業水利施設の整備
による水の生み出し

A地区の農業水利施設の整備
により生み出した水（※）

B地区の都市用水や
農業用水などに活用

転用

[A地区]
（事業対象地区）

※開水路のパイプライン化、開水路の断面縮小などの施設整備を行い、水路ロス
の改善や分水位の確保により転用可能な水を生み出し。

水位維持用水が
不要

パイプライン化 開水路の
断面縮小

都市用水
地域用水 等

18 
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・農業水利施設は、農業用水を安全に通水するためにエネルギーを減じる落差工や減圧バルブを有しており、このエネ
ルギーを活用した小水力発電施設を整備することが可能。

・小水力発電の導入は、農業水利施設の維持管理費に係る農家負担の軽減だけでなく、二酸化炭素の排出削減に貢献。
・これまでに26地区で小水力発電を導入し、年間約１億300万kwの発電が可能（約25,000世帯の年間消費電力に相当）。

９．農業用水を活用した小水力発電

小水力発電施設の整備状況

落差工

総落差
７ｍ

ヘッドタンク

放水槽

発電室

落差工の例

水路改修前（現況）

水路改修後（小水力発電施設設置）

国営かんがい排水事業 大井川用水地区(静岡県)
※建設中

ため池取水口

水車発電機

農業用水路

高低差
H

P
放流口

ため池取水口

水車発電機

農業用水路

高低差
H

P
放流口

河川放流設備

荒砥沢ダム（宮城県）

ダムの落差エネルギーを利用した小水力発電

小水力発電
施設

減圧バルブの例

事業地区名
（最大出力）

整備完了２６地区

かん排等土地改良事業
２２地区

農村総合整備
事業等 ４地区

かん排土地改良
事業 ６地区

十三塚原地区
（190kW）

両筑平野地区
（1110kW）

金峰 地区
（170kW）

庄川右岸地区
（640kW）

庄川地区
（550kW）

打尾川地区
（910kW）

上郷地区
（640kW）

中島地区
（630kW）

高田 地区
（282kW）

五城地区
（1100kW）

胎内地区
（960kW）

迫川上流地区
（1000kW）

会津北部地区
（570kW）

那須野原地区
（340kW）

西目地区
（740kW）

会津宮川地区
（1100kW）

新安積地区
（2230kW）

備北地区
（510kW）

加治川沿岸地区
（2900kW）

愛本新地区
（530kW）

西諸 地区
（1040W）

馬淵川沿岸地区
（810kW）

中信平二期 地区
（464kW）

計画・建設中 １１地区

吉井川下流地区
（2400kW）

曽於南部 地区
（400kW）

肝属中部 地区
（292kW）

大井川用水地区
（793kW）

神流川沿岸地区
（211kW）

川小田地区
（720kW）

大野原地区
（260kW）

那珂川沿岸地区
（157kW）

大淀川左岸地区
（640kW）

地域用水環境整備事業
５地区

韮崎地区
（20kW）

南アルプス地区
（28kW）

山田新田地区
（510kW）

南紀島ノ瀬地区
（119kW）

減圧バルブ

エネルギーを減
じ、安全流下 農業用水路 農業用水路

減じているエネル
ギーを有効活用

用水路改修とあわせて発電施設を整備すること
により、コストが低減でき施工性も有利

２０農業農村整備事業で整備した小水力発電施設の整備状況

加子母小郷地区
（220kW）
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